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令和 4 年南アルプス市議会第 3 回定例会（9 月） 

提出案件説明資料 

 

本定例会に提出する案件は、条例案 5 件、予算案 7 件、市道路線に関する案 2 件、

地方公営企業事業会計利益剰余金の処分に関する案 1件、同意案 1 件、決算の認定案

18件、諮問案 3件、合わせて 37 件です。 

 

１．条例案 5件 

議案第 61 号 南アルプス市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

人事院規則の一部を改正する人事院規則の施行に伴い、国家公務員の措置に準じる

地方公務員法の趣旨に鑑み、職員の育児休業の規定等を改める必要があるため、本条

例の一部を改正するものであります。 

 

議案第 62 号 南アルプス市税条例等の一部改正について 

地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例の一部を改正するものであ

ります。 

 

議案第 63号 南アルプス市過疎対策のための固定資産税の免除に関する条例の一部

改正について 

沖縄振興特別措置法第 9 条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適

用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令の施行に伴い、過疎地域の持続

的発展の支援に関する特別措置法第 24 条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う

措置が適用される場合等を定める省令において、引用する租税特別措置法及び同法施

行令の規定の項ずれ等が生じているため、本条例の一部を改正するものであります。 

 

議案第 64号 南アルプス市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不

均一課税に関する条例の一部改正について 

沖縄振興特別措置法第 9 条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適

用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令の施行に伴い、地域再生法第 17

条の 6 の地方公共団体等を定める省令について改正が行われたため、本条例の一部を

改正するものであります。 

 

議案第 65号 南アルプスＩＣ新産業拠点整備事業に係る企業立地支援条例の一部改

正について 

南アルプスＩＣ新産業拠点整備事業について、企業誘致を進めるにあたり、立地の



2 

 

定義に、市からの事業用地の取得を加える必要があるため、本条例の一部を改正する

ものであります。 

 

２．予算案 7件 

補正予算案は、南アルプス市一般会計のほか、4特別会計及び 1企業会計の、合わ

せて 6 会計です。 

 

議案第 66 号 令和 4年度南アルプス市一般会計補正予算（第 3 号） 

補正額を 17,600,000 円とし、歳入歳出予算の総額を 33,059,184,000 円とします。 

内容については、爆発的な感染が続いている新型コロナウイルス感染症について、

先般、山梨県が打ち出した保育所等への助成制度を活用し、換気不足によるエアロゾ

ル感染を防ぐ観点から対応を図るものであります。 

施設の換気対策に必要な機器の導入を図るため、「市内保育所補修事業」として

13,600,000 円を、「放課後児童クラブ維持管理事業」として 4,000,000円を、それぞ

れ計上しています。 

 

議案第 67 号 令和 4年度南アルプス市一般会計補正予算（第 4 号） 

補正額を 1,799,674,000 円とし、歳入歳出予算の総額を 34,858,858,000 円としま

す。 

 

歳出の主な事業 

（1）「安全でみどり豊かな人がつながるまちの形成」 

〇防犯対策事業 2,472,000 円 

山梨県警察本部の補助金を活用し、市内 5 箇所に防犯カメラを設置するための経費

です。 

 

（2）「ともに生き支えあうまちの形成」 

〇生活困窮者自立支援事業 4,680,000 円 

新型コロナウイルス感染症の影響による、生活困窮世帯に対し給付する自立支援金

の申請期限が延長されたことにより、申請者の増加が見込まれることから、不足分の

経費です。 

 

（3）「うるおいと活力のある快適なまちの形成」 

〇南アルプスＩＣ新産業拠点整備事業  

誘致企業が決定したことから、事業を推進するための用地購入費等の経費に、
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1,221,513,000円を計上するとともに、埋蔵文化財の追加調査費として、281,793,000

円を計上しています。 

〇南アルプスブランド戦略事業 3,823,000 円 

市内において、果物の盗難被害が発生していることから、盗難防止に向けた取り組

みを強化するため、防犯機器の設置を支援するための経費です。 

〇陸上競技場三種公認取得事業 3,949,000 円 

5年ごとに更新が必要となる、櫛形総合公園陸上競技場の 3種公認に関して、引き

続き認定を取得するために、来年度、実施を予定している更新工事の設計に係る経費

です。 

〇白根中央公園施設整備事業 3,553,000円 

かねてから要望がありました、グラウンド利用者にとって利便性が高いトイレの設

置についての設計に係る経費です。 

 

（4）「心豊かな人と文化をはぐくむまちの形成」 

〇若草小学校改築事業 163,807,000円 

既存の校舎解体及び新校舎建設に係る設計の経費です。 

〇甲西農村環境改善センター運営管理事業 10,747,000 円 

老朽化に伴う耐震診断等の調査を行うための経費です。 

〇安藤家住宅運営管理事業 6,850,000 円 

屋根の修繕費と併せて、観光バスを含めた車両が安藤家住宅駐車場に侵入しやすい

ルートを確保するとともに、地域に暮らす皆さまの安全を守るため、河川敷と駐車場

の間のスロープ設置工事等に関する設計費として、計上しています。 

 

以上、歳出予算の財源としては、国、県支出金、寄付金、繰入金、繰越金、諸収入

を見込んでいます。 

 

議案第 68～71 号 特別会計補正予算案 

主なものとして、議案第 68 号国民健康保険特別会計については、人事異動に伴う

職員給与費の減額などにより、7,554,000円を減額しています。 

 

議案第 69 号後期高齢者医療特別会計については、前年度の保険料収納額確定に伴

う、広域連合会への納付金など、401,000円を計上しています。 
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議案第 70号介護保険特別会計については、前年度事業費の確定に伴う精算返納金、

基金積立金及び人事異動に伴う職員給与費など、合わせて 351,565,000円を計上して

います。 

 

議案第 71 号南アルプス市土地取得造成事業特別会計については、下今諏訪工業団

地及び御勅使南工業団地の事業進捗に伴う整備事業に伴う経費として、288,924,000

円を計上しています。財源については、繰越金を見込んでいます。 

 

議案第 72 号 企業会計補正予算案 

議案第 72 号南アルプス市水道事業会計については、職員の人事異動に伴う給与費

の増額、電気料の値上げに伴う動力費の増額等を計上しています。 

 

３．市道路線に関する案 2 件 

議案第 73 号 市道路線の認定について 

開発行為により寄附された 3 路線を市道認定するものです。 

 

議案第 74 号 市道路線の変更について 

路線の見直しにより 1 路線の市道を変更するものです。 

 

４．地方公営企業事業会計利益剰余金の処分に関する案 1件 

議案第 75 号 令和 3年度南アルプス市水道事業会計利益剰余金の処分について 

 地方公営企業法第 32条第 2項の規定により議会の議決を求めるものです。 

 

５．同意案 1件 

同意案第 22 号 教育委員会委員の任命について 

新たに六科在住の名取明彦
なとりあきひこ

氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第 4 条第 2項の規定により、議会の同意を求めるものです。 

 

６．決算の認定案 18 件 

認定第 1 号～18 号 

令和 3 年度南アルプス市一般会計歳入歳出決算をはじめ、14 の特別会計及び 3 つ

の企業会計の決算の認定を求めるものです。 

 

認定第 1 号～15 号 令和 3 年度南アルプス市一般会計、並びに 14 の特別会計の歳入
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歳出の認定について 

 ■令和 3年度会計別歳入歳出決算総括表（前年度決算との比較） 

 一般会計の決算状況 

  歳入総額 37,333,449,235円 前年度比  9.80％減 

  歳出総額 34,362,222,194円 前年度比 11.97％減 

 

 ■令和 3年度一般会計款別歳入歳出状況 

 ≪歳入≫ 

１款 市税 8,832,531 千円 前年度比△77,902 千円 0.87％減 

市民税・固定資産税の減 

２款 地方譲与税 270,947 千円 前年度比 4,204 千円 1.58％増 

６款 法人事業税交付金 95,192 千円 前年度比 59,288千円  165.13％増 

７款 地方消費税交付金 1,679,418 千円 前年度比 139,378千円 9.05％増 

９款 地方特例交付金 181,668千円 前年度比 87,773 千円 93.48％増 

１０款 地方交付税 9,844,864千円 前年度比 621,361 千円 6.74％増 

１４款 国庫支出金 6,621,204千円 前年度比△5,942,170 千円 47.30％減 

    国庫補助金の減 

１５款 県支出金 1,900,212 千円 前年度比△62,645 千円 3.19％減 

１７款 寄附金 1,661,043千円 前年度比 396,805 千円 31.39％増 

    ふるさと納税寄附金の増 

１８款 繰入金 264,114千円 前年度比 123,659千円 88.04％増 

２０款 諸収入 249,972千円 前年度比△245,073 千円 49.51％減 

２１款 市債 2,506,014千円 前年度比△134,743 千円 5.10％減 

 

＊歳入決算額の状況 

 令和３年度決算額   37,333,449千円 

令和２年度決算額   41,388,017 千円 

 前年度比      △4,054,568千円 9.80％減 

 

 ≪歳出≫ 

１款 議会費 212,997千円 前年度比 9,055千円 4.44％増 

２款 総務費 3,672,254 千円 前年度比△6,979,062千円 65.52％減 

特別定額給付金給付事業の減 

３款 民生費 12,477,394 千円 前年度比 1,470,966千円 13.36％増 

子育て世帯への臨時特別給付金支給事業の増 
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４款 衛生費 3,116,996 千円 前年度比 753,834千円 31.90％増 

新型コロナウイルス感染症対策事業の増 

６款 農林水産業費 708,849 千円 前年度比△79,273 千円 10.06％減 

７款 商工費 1,740,685千円 前年度比△543,297 千円 23.79％減 

８款 土木費 2,349,387千円 前年度比 103,580千円 4.61％増 

９款 消防費 1,160,032千円 前年度比 98,773千円 9.31％増 

１０款 教育費 2,853,160千円 前年度比△1,317,040 千円 31.58％減 

    第三次小中学校教育系ネットワーク整備事業などの減 

１２款 公債費 4,228,219千円 前年度比 287,040 千円 7.28％増 

１３款 諸支出金 1,813,716 千円 前年度比 1,526,240 千円 530.91％増 

    公共施設整備等事業基金積立金の増 

 

＊歳出決算額状況 

 令和３年度決算額    34,362,222 千円 

 令和２年度決算額    39,033,006 千円 

前年度比       △4,670,784千円 11.97％減 

 

■令和３年度 会計別決算状況（繰越額） 

一般会計 歳入合計          37,333,449,235円 

歳出合計          34,362,222,194円 

歳入支出差引残額    2,971,227,041円 

翌年度繰越財源      588,064,000円 

純繰越額       2,383,163,041 円 

 

特別会計（14会計合計） 

歳入合計      16,555,633,728円 

      歳出合計      15,397,573,587 円 

      歳入歳出差引残額   1,158,060,141 円 

翌年度繰越財源      226,008,000円 

      純繰越額        932,052,141 円 

 

認定第 16 号 南アルプス市水道事業会計決算の認定について 

 収益的収入 1,551,677,173円 前年比  △0.55％減 

 収益的支出 1,263,323,254円 前年比   3.95％増 

 資本的収入  982,843,056円 前年比   19.59％増 
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 資本的支出 1,759,529,926円 前年比   16.21％増 

 

認定第 17 号 南アルプス市下水道事業会計決算の認定について 

 収益的収入 1,432,267,054円 前年比  △24.89％減 

 収益的支出 1,423,360,960円 前年比   1.80％増 

 資本的収入 2,306,469,983円 前年比    9.48％増 

 資本的支出 2,346,353,957円 前年比   13.73％増 

 

認定第 18 号 南アルプス市自動車運送事業会計決算の認定について 

 輸送人員            0人 前年度       0人 

 収益的収入        2,277円 前年比  △96.97％減 

 収益的支出    1,968,858円 前年比  △35.32％減 

 資本的収入          0円 前年比    － 

 資本的支出           0円 前年比     － 

 

７．諮問案 3件 

諮問第 1 号～第 3 号 人権擁護委員の推薦について 

3 名の人権擁護委員が、令和 5 年 3 月 31 日をもって任期満了することに伴い、諮

問第 1 号、十日市場在住の 小野
お の

利彦
としひこ

氏を再任の候補者として、諮問第 2 号、徳永

在住の 樋川
ひかわ

勇
ゆう

二
じ

氏、諮問第 3 号、芦安芦倉在住の 市川
いちかわ

明美
あけみ

氏の 2 名を新たな候

補者として、推薦したいので、 人権擁護委員法第 6条第 3項の規定により、議会の

意見を求めるものであります。 

 

以上 


